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    健全化判断比率審査及び資金不足比率審査意見書の提出について  

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定に

より、平成２８年度決算に基づく健全化判断比率審査及び資金不足比率審査を行ったの

で、意見書を次のとおり提出します。  
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健全化判断比率審査及び資金不足比率審査意見書  

 

第１ 審査の概要 

平成２８年度決算に基づく健全化判断比率審査及び資金不足比率審査にあたって

は、市長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎と

なる事項を記載した書類が適正に作成されているかに主眼をおき審査を実施した。 

 

第２ 審査の期間 

   平成２９年７月１８日から平成２９年８月２５日まで 

 

第３ 審査の結果 

審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事

項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められた。各比率及

び審査の意見は、次のとおりである。 

 

１ 健全化判断比率 

健全化判断比率 平成２８年度 早期健全化基準 財政再生基準 

実質赤字比率      － １１．５３％ ２０％

連結実質赤字比率      － １６．５３％ ３０％

実質公債費比率 ５．４％ ２５％ ３５％

将来負担比率 ５．９％ ３５０％  

（注）実質赤字比率、連結実質赤字比率については、赤字額が生じていな 

いので「－」で表示 

 

（１）実質赤字比率 

一般会計等の実質収支は 3,588,676 千円の黒字であり、実質赤字額は生じてい

ない。 
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（２）連結実質赤字比率 

一般会計、特別会計及び公営企業会計の連結実質収支は 11,462,711 千円の黒字

であり、連結実質赤字額は生じていない。 

 

（３）実質公債費比率 

   実質公債費比率（3 か年平均）は 5.4％であり、早期健全化基準の 25％を下   

回っている。 

 

（４）将来負担比率 

   将来負担比率は 5.9％であり、早期健全化基準の 350％を下回っている。  

 

 

   なお、実質公債費比率等の推移は次の表のとおりである。 

 

  実質公債費比率及び将来負担比率の推移 

 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

実質公債費比率 ９．１％ ８．０％ ６．９％ ６．２％ ５．４％

将 来 負 担 比 率 ３７．２％ ２５．９％ ２１．４％ １１．５％ ５．９％

 

２ 資金不足比率 

  会  計  名 平成２８年度 経営健全化基準 

水道事業会計 －

     ２０％ 

病院事業会計 －

下水道事業会計 －

小田原城天守閣事業特別会計 －

公設地方卸売市場事業特別会計 －

（注）資金不足比率については、資金不足額が生じていないので「－」 

で表示 
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（１）水道事業会計 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により算定した資金の剰余額

（以下「資金剰余額」という。）は 2,121,834 千円であり、資金不足額は生じてい

ない。 

 

（２）病院事業会計 

    資金剰余額は 2,900,287 千円であり、資金不足額は生じていない。 

 

（３）下水道事業会計 

  資金剰余額は 1,070,997 千円であり、資金不足額は生じていない。 

 

（４）小田原城天守閣事業特別会計 

    資金剰余額は 181,956 千円であり、資金不足額は生じていない。 

 

（５）公設地方卸売市場事業特別会計 

    資金剰余額は 10,294 千円であり、資金不足額は生じていない。 

 

３ 審査の意見 

当年度、実質赤字額及び連結実質赤字額については、本市では生じておらず、実

質公債費比率は 5.4％で前年度と比べて 0.8 ポイント、将来負担比率は 5.9％で前年

度と比べて 5.6 ポイント減少している。 

今後も引き続き健全な財政運営を図られることを望むものである。 

また、各公営企業会計は資金不足額を生じておらず、引き続き経営の健全化に努

められたい。 
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